
定時株主総会招集ご通知
第98期

技術の力で、
次のフロンティアを
目指して。 目的事項

報告事項
1.	�第98期（2025年4月1日から2026年3月31日ま
で）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内
容報告の件

2.	�会計監査人及び監査等委員会の第98期連結計
算書類監査結果報告の件

決議事項
第１号議案	 �取締役（監査等委員である取締役を

除く。）6名選任の件
第２号議案	 �監査等委員である取締役4名選任の件

2026年６月25日（木曜日）
午前10時（受付開始　午前9時）

開催日時

福岡市中央区天神一丁目11番1号
ONE FUKUOKA BLDG. 6階
ワン・フクオカ・カンファレンスホール

「テラスホール」

開催場所

証券コード : 1959

郵送又はインターネット等により議決権
を⾏使することができます。

「株主総会ポータル」で、スマートフォン
での議決権⾏使が便利に

議決権⾏使期限

2026年6月24日（水）
午後5時20分まで

議決権行使について

（旧社名：九電工）
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【ご参考】
当社グループの中長期的な企業価値向上に向けた取り組みの詳細については、
当社ウェブサイト内の「統合報告書 KRAFTIA REPORT 2025」、
「中期経営計画（2025年度〜2029年度）」をご覧ください。
https://www.kraftia.co.jp/ir/docs/20251117_integrated_report.pdf
https://www.kraftia.co.jp/ir/plan.html

■剰余金の配当のお知らせ
当社は、2006年６月29日の株主総会決議により、剰余金の配当等の決定を取締役会で

行う旨の定款規定を設けております。
この当社定款規定に基づき、2026年４月28日開催の当社取締役会におきまして、第

98期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の期末配当金のお支払いにつき、次
のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
1.期末配当金 １株につき金130円
2.効力発生日並びに支払開始日 2026年６月３日（水曜日）

なお、口座振込をご指定の方及び株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算
書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、内容をご確認くだ
さいますようお願い申しあげます。
上記以外の方には、「配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封いたしますので、払

渡期間内にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。



平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
第98期定時株主総会を2026年6月25日（木曜日）に開催いたし

ますので、ここに招集のご通知をお届けします。
当社は2025年10月、社名を「クラフティア」へ変更しました。
新たなステージを目指し、未来への投資と挑戦を続けることで、

持続的な成長を実現してまいります。
株主のみなさまにおかれましては、今後とも倍旧のご支援、ご愛

顧を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
2026年6月

石橋 和幸代表取締役 社長執行役員

株主のみなさまへ
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快適な環境づくりを通して
社会に貢献します。

技術力で未来に挑戦し、
新しい価値を創造します。

人をいかし、人を育てる人間尊重の
企業をめざします。

ʮ.BLF /FYU� ʙະདྷにͭͳ͙সإのͨΊにʙʯ
将来のメガトレンドを視野に持続可能な社会づくりに向けて私たちが
果たす役割≪3つの貢献≫やビジョン実現に向けた基本姿勢を具体的
に定めています。

私たちが果たす役割≪3つの貢献≫

ビジョン実現に向けた基本姿勢

1 分散型エネルギー社会への移行

2 環境意識の高まり

3 人口構造の変化と働き方の多様化

4 デジタル技術の進歩

＜循環型社会実現への貢献＞
企業活動を通じ、社会課題を解決することによって、社会的価値と経済的価値を両立

クラフティアグループが注視する４つのメガトレンド

技術力を活かして、社会が抱える諸課題の解決に挑戦し、
人々の豊かな暮らしの実現に貢献社会課題の解決

クリーンエネルギーを通じて、脱炭素社会の実現に貢献脱炭素社会の実現

電力の安定供給や設備工事・都市開発等を通じて、
地域インフラの維持・発展に貢献

地域公共インフラ維持・
発展



招集ご通知
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株 主 各 位 証券コード 1959
2026 年 ６ 月 2 日

（電子提供措置の開始日2026年６月1日）

第98期定時株主総会招集ご通知
福岡市中央区天神一丁目11番１号
ONE FUKUOKA BLDG.14階

株式会社 クラフティア
代表取締役
社長執行役員 石橋和幸

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第98期定時株主総会を右記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
https://www.kraftia.co.jp/ir/ir_stock/general_meeting.html

また、電子提供措置事項は、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載して
おります。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
・上記の東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、当社名又

は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、ご覧くだ
さい。

株主総会ポータル®（三井住友信託銀行）https://www.soukai-portal.net
・同封の議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取るか、上記URLからアクセスし、議決権行使書用紙記載の

ID・パスワードをご入力ください。

なお、当日ご出席いただくほか、書面（郵送）又はインターネット等により議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討の
うえ、2026年６月24日（水曜日）午後５時20分までに議決権を行使くださいますようお願い
申しあげます。

敬 具
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記
1 日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時）

2 場 所

福岡市中央区天神一丁目11番１号
ONE FUKUOKA BLDG.６階
ワン・フクオカ・カンファレンスホール「テラスホール」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3 目的事項

報告事項 1. 第98期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件

2. 会計監査人及び監査等委員会の第98期連結計算書類監査結
果報告の件

決議事項 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
６名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

4 議決権の
行使について

１.各議案に対し賛否の表示がない場合は、賛成のご表示があったものとして
取り扱わせていただきます。

２.書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合
は、インターネット等による議決権行使を有効とさせていただきます。

３.インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後
に行使された内容を有効とさせていただきます。

４.株主さまは、当社の議決権を有する他の株主さま１名を代理人として、そ
の議決権を行使することができます。この場合、株主さま又は代理人は、
代理権を証明する書面を当社にご提出いただく必要があります。

以 上
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＜ご案内＞

〇当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。

〇次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請求された
株主さまへご送付している書面には記載しておりません。なお、会計監査人及び監査等委員
会は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
① 事業報告の業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
② 連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
③ 計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表

〇電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ
せていただきます。

〇お土産の配布はございませんので、予めご了承くださいますようお願い申しあげます。

〇株主総会当日の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたしま
す。

〇株主総会当日の報告事項のご説明は、後日当社ウェブサイトで、録画映像を配信いたしま
す。

当社ウェブサイト
https://www.kraftia.co.jp/ir/ir_stock/general_meeting.html



福岡市中央区天神一丁目 11 番 1 号
ONE FUKUOKA BLDG. 6階

ワン・フクオカ・カンファレンスホール「テラスホール」

午前9時から 午前10時から

当社の株主総会の流れ

株主総会 開催前 টू௨஌౸ணޙʙ����೥�݄��೔ʢਫʣ·Ͱ

株主総会 当日 ����೥�݄��೔ʢ໦ʣ
લ��࣌ʙޕ 株主総会 終了後

スマートフォンを使用する「スマート行使®」ですと、議
決権行使書用紙のQRコードを読み取るだけで、ログイ
ンID／パスワードが不要のため、簡単・便利です。詳
細は、本冊子の６頁をご参照ください。
※株主総会当日に会場へご出席される株主さまは、会場

にて議決権をご行使いただけます。
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以下よりご参照いただけます。
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IUUQT���XXX�
LSBGUJB�DP�KQ�JS�
JS@TUPDL�HFOFSBM@
NFFUJOH�IUNM

4UFQ
1

株主総会 当日
4UFQ
2

4UFQ
3

スマートフォンで招集ご通知を
ご覧いただけます。
౰ࣾ΢ΣϒαΠτ
IUUQT���XXX�LSBGUJB�DP�KQ�JS�
JS@TUPDL�HFOFSBM@NFFUJOH�IUNM
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https://www.kraftia.co.jp/ir/ir_stock/general_meeting.html
https://www.kraftia.co.jp/ir/ir_stock/general_meeting.html


当日ご出席されない場合

当日ご出席の際は、お手数ながら
本招集ご通知とあわせてお送りす
る議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出くださいますようお願い申し
あげます。

当日ご出席による
議決権行使

本招集ご通知とあわせてお送りす
る議決権行使書用紙に議案に対
する賛 否をご 表 示いただき、
2026年6月24日（水）午後5時
20分までに到着するようご返送
ください。

書面による
議決権行使

次頁の「インターネットによる議決
権行使方法のご案内」をご参照の
うえ、2026年6月24日（水）午
後5時20分までに議決権をご行
使ください。

インターネットによる
議決権行使

当日ご出席される場合

機関投資家のみなさまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただく
ことが可能です。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使等についてのご案内

こちらに各議案の賛否をご記入ください。
第1号・第2号議案

●全員賛成の場合 〉〉「賛」の欄に〇印
●全員反対する場合 〉〉「否」の欄に〇印
●一部候補者に 〉〉

反対する場合
「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

5



●	一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場
合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」
「パスワード」をご入力いただく必要があります。
●	インターネットによる議決権行使をご利用いただく際
の接続料金及び通信料金等は株主さまのご負担となり
ます。
●	インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご
使用の機種によっては、インターネットによる議決権
行使をご利用いただけない場合があります。

お問い合わせ
三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート	
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間 9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

❶ 議決権⾏使書用紙に
記 載 のQRコ ー ド®を
読み取ります。

❷ 株主総会ポータル®トップ
画面から「議決権⾏使へ」
ボタンをタップします。

❸ スマート⾏使®トップ画面が表示
されます。以降は画面の案内に
従って賛否をご入力ください。

スマートフォン等による議決権⾏使方法

インターネットによる
議決権⾏使方法のご案内

インターネット行使期限
2026年6月24日（水）午後５時20分まで

※	QRコードは（株）デンソーウェーブ
の登録商標です。

ご注意事項

以下のURLより議決権⾏使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてく
ださい。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

PC等による議決権⾏使方法

株主総会ポータルURL ▶https://www.soukai-portal.net
議決権⾏使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。 ▶https://www.web54.net

6



株主総会参考書類
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議案及び参考事項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員（８名）は、本総

会の終結の時をもって任期満了となります。取締役会における社外取締役の比率を高めることに
より、取締役会の意思決定の透明性と客観性、監視・監督機能を高め、ガバナンス体制の強化に
つなげるため、取締役２名を減員しております。つきましては、６名の選任をお願いいたしたい
と存じます。
各取締役候補者は、人事・指名委員会の答申に基づき、取締役会において決定したものです。
監査等委員会は、本議案に関して、過半数を独立社外取締役とする人事・指名委員会での審議

内容等を踏まえ、監査等委員会監査等基準に基づき検討を行いました。その結果、候補者及び選
任プロセスは適切であり、特段指摘すべき事項はありませんでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏 名 現在の当社における地位・担当 取締役会出席率

1 藤 井 一 郎
ふ じ い い ち ろ う

男性 再 任 取締役会長
取締役会議長

100.0％
（13／13回）

2 石 橋 和 幸
い し ば し か ず ゆ き

男性 再 任 代表取締役社長執行役員 100.0％
（13／13回）

３ 大 嶋 知 行
お お し ま と も ゆ き

男性 再 任 取締役副社長執行役員東京本社代表 100.0％
（13／13回）

4 金 子 達 也
か ね こ た つ や

男性 再 任 社 外 独 立 社外取締役 100.0％
（13／13回）

5 鳥 居 玲 子
と り い り ょ う こ

女性 新 任 社 外 独 立 社外取締役監査等委員 100.0％
（13／13回）

6 武 田 雅 子
た け だ ま さ こ

女性 新 任 社 外 独 立 − −

（注）１．担当は、2026年４月１日時点を記載しております。
２．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契

約の内容の概要につきましては、45頁をご参照ください。本議案が承認され、候補者が取締役に就任した場合には、当該保
険の被保険者となります。

３．次頁以降の各候補者の所有する当社の株式の数には、クラフティア役員持株会及び株式報酬制度における本人持分を含めて
おります。

４．次頁以降の各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
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候補者
番 号 1

ふ じ い い ち ろ う

藤 井 一 郎 再 任

生年月日 1956年７月21日（満69歳）
所有する当社の株式の数 7,351株

略歴、当社における地位・担当
2012年６月 九州電力株式会社執行役員鹿児島支社長
2015年６月 同社執行役員人材活性化本部長
2016年６月 同社上席執行役員人材活性化本部長
2018年６月 同社取締役常務執行役員ビジネスソリ

ューション統括本部人材活性化本部長

2020年６月 同社代表取締役副社長執行役員ビジネ
スソリューション統括本部長
（2023年６月退任）

2023年６月 当社取締役会長（現任）
取締役会議長

重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
当社の主要な取引先である九州電力株式会社において要職を歴任し、エネルギー事業会社における経営陣とし
ての経験を有しております。同氏の経験は当社におけるカーボンニュートラルに向けた戦略の立案と推進に必
要であります。また、2023年６月以降、取締役会議長として実効性のある取締役会の運営や、取締役会の監
督機能強化においてその指導力を発揮していることから、取締役候補者といたしました。

注記
当社との間には、特別の利害関係はありません。
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候補者
番 号 2

い し ば し か ず ゆ き

石 橋 和 幸 再 任

生年月日 1959年３月８日（満67歳）

所有する当社の株式の数 34,014株

略歴、当社における地位・担当
1982年４月 当社入社
2008年４月 当社人事労務部長
2010年４月 当社北九州支店長
2012年５月 当社執行役員北九州支店長
2013年４月 当社上席執行役員
2013年６月 当社取締役上席執行役員

2015年４月 当社取締役常務執行役員
2017年４月 当社取締役専務執行役員営業本部長
2020年４月 当社取締役専務執行役員
2020年６月 当社取締役副社長執行役員
2022年６月 当社代表取締役副社長執行役員
2023年４月 当社代表取締役社長執行役員（現任）

重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
当社入社以来、主に営業部門の業務に従事し、取締役就任後は秘書室、安全、人事労務、総務担当として従業
員の処遇改善やガバナンス強化に携わりました。2020年６月に取締役副社長執行役員に就任した後は、業務
全般を管掌し、さらには経営戦略強化、DX推進に取り組むなど、担当する職責を十分果たしてまいりました。
2023年４月に社長執行役員に就任後も、それらの経験や高い能力を活かしてリーダーシップを発揮しており、
取締役候補者といたしました。

注記
当社との間には、特別の利害関係はありません。
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候補者
番 号 3

お お し ま と も ゆ き

大 嶋 知 行 再 任

生年月日 1958年９月18日（満67歳）

所有する当社の株式の数 29,395株

略歴、当社における地位・担当
1981年４月 当社入社
2014年４月 当社佐賀支店長
2015年４月 当社執行役員佐賀支店長
2017年４月 当社上席執行役員佐賀支店長
2019年４月 当社常務執行役員東京本社東京支社長
2020年 6月 当社常務執行役員東京本社営業本部長

2023年 4月 当社専務執行役員
東京本社 代表兼技術本部長

2023年 6月 当社取締役専務執行役員
東京本社 代表兼技術本部長

2026年 4月 当社取締役副社長執行役員
東京本社代表（現任）

重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
当社入社以来、主に技術部門の業務に従事し、2015年４月に執行役員就任後は、佐賀支店長、東京本社東京
支社長及び東京本社営業本部長を歴任し、豊富な技術の知見を活かし首都圏の業容拡大に努め、担当する職責
を十分に果たしており、高い能力と専門性を有していることから、取締役候補者といたしました。

注記
当社との間には、特別の利害関係はありません。
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候補者
番 号 4

か ね こ た つ や

金 子 達 也 再 任 社 外 独 立

生年月日 1953年６月10日（満73歳）

所有する当社の株式の数 4,900株
社外取締役の在任期間 ４年

略歴、当社における地位・担当
2005年６月 トヨタ自動車株式会社常務役員（2011年６月退任）
2011年６月 ダイハツ工業株式会社取締役専務執行役員
2013年６月 同社取締役副社長（2015年６月退任）

2015年６月 トヨタ自動車九州株式会社代表取締役社長
2018年６月 同社代表取締役会長（2021年６月退任）
2022年６月 当社取締役（現任）

重要な兼職の状況
特になし

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
異業種・他業界の代表取締役経験者として培った経営全般に関する豊富な経験と監督能力に加え、メーカーに
おけるものづくりに関する知見を有しております。同氏はその豊富な経験や見識を活かし、取締役会において
独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことにより、監督機能の強化に大きく貢献しております。
今後も当社のガバナンス強化に向けた提言等が期待されることから、社外取締役候補者といたしました。

社外取締役との責任限定契約について
会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法
令に定める最低責任限度額となります。なお、再任が承認された場合、同氏との間で、上記責任限定契約を継
続する予定であります。

注記
1.当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.当社は、社外役員の独立性を確保するため、東京、福岡の各証券取引所が定める基準に加え、当社独自に社
外役員の独立性判断基準（19頁に記載）を定めており、同氏はこれらの基準を満たしていることから独立役
員として各証券取引所に届け出ております。
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候補者
番 号 5

と り い り ょ う こ

鳥 居 玲 子 新 任 社 外 独 立
（戸籍上の氏名：永原 玲子）

生年月日 1975年４月28日（満51歳）

所有する当社の株式の数 0株

社外取締役の在任期間 2年
（うち監査等委員である取締役在任期間 2年）

略歴、当社における地位・担当
2001年10月 大阪弁護士会 弁護士登録

ひまわり総合法律事務所入所
2004年11月 福岡県弁護士会 登録替え

近江法律事務所（現 大濠パーク法律
事務所）入所（現任）

2024年 6月 当社取締役監査等委員（現任）

重要な兼職の状況
弁護士（大濠パーク法律事務所）
株式会社高田工業所社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
企業法務を中心に取り扱う法律事務所に所属し、弁護士として法務全般に関する豊富な経験及び高度な専門知
識を有しております。同氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、これらの経験と知見を活かし、
当社事業に対して独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言を行うことで、当社の経営監督及びガバナンス
体制の強化に貢献いただくことが期待されることから、新任の社外取締役候補者といたしました。

社外取締役との責任限定契約について
監査等委員である取締役として、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しておりますが、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任が承認された場合、あらためて同契約を締結する予定であり、
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額となります。
注記
1.株式会社高田工業所の社外取締役であり、当社と同社との間に取引がありますが、いずれも当該取引額は当
社及び同社の直近事業年度における売上高の0.1％未満であります。

2.当社は、社外役員の独立性を確保するため、東京、福岡の各証券取引所が定める基準に加え、当社独自に社
外役員の独立性判断基準（19頁に記載）を定めており、同氏はこれらの基準を満たしていることから独立役
員として各証券取引所に届け出ております。
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候補者
番 号 6

た け だ ま さ こ

武 田 雅 子 新 任 社 外 独 立

生年月日 1968年３月31日（満58歳）

所有する当社の株式の数 0株

略歴、当社における地位・担当
2014年６月 株式会社クレディセゾン人事担当取締役
2016年 3月 同社取締役営業推進事業部長

（2018年3月退任）
2018年５月 カルビー株式会社執行役員人事総務本部長

2019年 4月 同社常務執行役員ＣＨＲＯ人事総務本
部長（2022年12月退任）

2023年３月 株式会社メンバーズ専務執行役員ＣＨＲＯ
（2024年９月退任）

2023年12月 株式会社コロプラ社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
株式会社コロプラ社外取締役
ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
金融機関及び事業会社において、執行役員・ＣＨＲＯとして人事・総務分野を中心に経営に携わり、人的資本
経営、人材戦略、組織開発、ガバナンスに関する豊富な経験と高度な知見を有しております。同氏には、これ
らの豊富な経験と見識を活かし、取締役会において独立かつ客観的な視点から経営全般に関する有益な意見や
提言を行うことが期待されることから、新任の社外取締役候補者といたしました。

社外取締役との責任限定契約について
選任が承認された場合、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に
基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額となります。
注記
1.当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.当社は、社外役員の独立性を確保するため、東京、福岡の各証券取引所が定める基準に加え、当社独自に社
外役員の独立性判断基準（19頁に記載）を定めており、同氏はこれらの基準を満たしていることから独立役
員として各証券取引所に届け出ております。
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第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役全員（４名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つ
きましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
各監査等委員である取締役候補者は、人事・指名委員会の答申に基づき、取締役会において決

定したものです。また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏 名 現在の当社における

地位・担当
取締役会
出席率

監査等委員会
出席率

1 安 川
や す か わ

仁
ひとし

男性 新 任 上席執行役員
社長付特命事項担当 − −

2 添 田 英 俊
そ え だ ひ で と し

男性 再 任 社 外 独 立 社外取締役監査等委員 92.3％
（12／13回）

100.0％
（12／12回）

3 加 藤 卓 二
か と う た く じ

男性 再 任 社 外 独 立 社外取締役監査等委員 100.0％
（13／13回）

100.0％
（12／12回）

4 土
ど い ら
井良 由

ゆ み こ
美子 女性 新 任 社 外 独 立 社外取締役 100.0％

（10／10回） −

（注）１．担当は、2026年４月１日時点を記載しております。
２．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契

約の内容の概要につきましては、45頁をご参照ください。本議案が承認され、候補者が取締役に就任した場合には、当該保
険の被保険者となります。

３．次頁以降の各候補者の所有する当社の株式の数には、クラフティア役員持株会及び株式報酬制度の本人持分を含めておりま
す。

４．次頁以降の各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
５．土井良由美子氏の取締役会出席率は2025年６月26日の就任以降に開催された取締役会のみを対象としております。
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候補者
番 号 １

や す か わ ひ と し

安 川 仁 新 任

生年月日 1962年７月20日（満63歳）

所有する当社の株式の数 8,134株

略歴、当社における地位・担当
1985年４月 当社入社
2012年４月 当社情報管理室長
2013年４月 当社安全人事労務部長
2016年４月 当社人事労務部長
2019年 4月 当社人事労務部九電工アカデミー学長

2021年 4月 当社執行役員九電工アカデミー学長
2022年４月 当社執行役員
2024年４月 当社上席執行役員
2026年４月 当社上席執行役員（現任）

社長付特命事項担当

重要な兼職の状況
株式会社ＲＫＢ毎日ホールディングス社外監査役

監査等委員である取締役候補者とした理由
当社入社以来、主に人事労務の業務に従事し、人事制度や労務管理、会社の持続的成長を支える次世代人財の
育成など多くの経験を積んでおります。これらの経験から、人的資本経営や法令遵守、リスク管理に関する知
見を有しており、客観的かつ実践的な視点を備えていることから、今後もガバナンスの一層の強化に資する人
材であると判断し、新任の監査等委員である取締役候補者といたしました。

注記
当社との間には、特別の利害関係はありません。
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候補者
番 号 ２

そ え だ ひ で と し

添 田 英 俊 再 任 社 外 独 立

生年月日 1955年３月20日（満71歳）

所有する当社の株式の数 318株
社外取締役の在任期間 ４年

略歴、当社における地位・担当
2008年１月 株式会社正興電機製作所執行役員
2010年３月 同社上級執行役員
2011年３月 同社上級執行役員東京支社長
2012年３月 同社取締役上級執行役員東京支社長
2013年３月 同社取締役上級執行役員営業統括本部

長兼東京支社長

2015年３月 同社取締役常務執行役員営業統括本部
長兼東京支社長

2018年３月 同社代表取締役社長兼営業統括本部長
2019年３月 同社代表取締役社長（現任）
2021年６月 当社監査役
2022年６月 当社取締役監査等委員（現任）

重要な兼職の状況
株式会社正興電機製作所代表取締役社長

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会などにおいての発言を通し、監督機能の
強化に貢献しております。今後も当社のガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役候補
者といたしました。

監査等委員である社外取締役との責任限定契約について
会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法
令に定める最低責任限度額となります。なお、再任が承認された場合、同氏との間で、上記責任限定契約を継
続する予定であります。

注記
1.株式会社正興電機製作所の代表取締役社長であり、当社は同社の株式を6.25％保有する株主であります。ま
た、当社と同社との間に取引がありますが、いずれも当該取引額は当社及び同社の直近事業年度における売
上高の0.4％未満であります。

2.当社は、社外役員の独立性を確保するため、東京、福岡の各証券取引所が定める基準に加え、当社独自に社
外役員の独立性判断基準（19頁に記載）を定めており、同氏はこれらの基準を満たしていることから独立役
員として各証券取引所に届け出ております。
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候補者
番 号 ３

か と う た く じ

加 藤 卓 二 再 任 社 外 独 立

生年月日 1962年12月６日（満63歳）

所有する当社の株式の数 143株
社外取締役の在任期間 2年

略歴、当社における地位・担当
2018年４月 西部瓦斯株式会社（現 西部ガスホー

ルディングス株式会社）執行役員営業
本部副本部長

2020年４月 同社常務執行役員営業計画部長
2021年４月 西部ガスホールディングス株式会社常

務執行役員

2021年 6月 同社取締役常務執行役員
2024年４月 同社代表取締役社長 社長執行役員

（現任）
2024年６月 当社取締役監査等委員（現任）

重要な兼職の状況
西部ガスホールディングス株式会社代表取締役社長 社長執行役員

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
企業経営者として幅広い知見を有しており、当社社外取締役に相応しい人格・知見を備えております。その豊
富な経験や知見を活かして、当社事業に対して独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言をいただき、当社
のガバナンス強化に貢献していることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

監査等委員である社外取締役との責任限定契約について
会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法
令に定める最低責任限度額となります。なお、再任が承認された場合、同氏との間で、上記責任限定契約を継
続する予定であります。

注記
1.西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役社長 社長執行役員であり、当社と同社グループとの間に取
引があります。同社との取引額は当社及び同社の直近事業年度における売上高の0.5％未満であります。

2.当社は、社外役員の独立性を確保するため、東京、福岡の各証券取引所が定める基準に加え、当社独自に社
外役員の独立性判断基準（19頁に記載）を定めており、同氏はこれらの基準を満たしていることから独立役
員として各証券取引所に届け出ております。
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候補者
番 号 ４

ど い ら ゆ み こ

土井良 由美子 新 任 社 外 独 立

生年月日 1979年2月15日（満47歳）

所有する当社の株式の数 9株

社外取締役の在任期間 １年
（うち取締役（監査等委員である取締役を除く。）在任期間 1年）

略歴、当社における地位・担当
2003年10月 有限責任監査法人トーマツ入所（2019年退所）
2007年８月 公認会計士 登録
2019年10月 長公認会計士事務所 入所（2020年退所）

2020年５月 土井良由美子公認会計士事務所開業（現任）
2025年６月 当社取締役（現任）

重要な兼職の状況
公認会計士（土井良由美子公認会計士事務所）
独立行政法人空港周辺整備機構非常勤監事
株式会社九州リースサービス社外取締役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
公認会計士として従事した企業監査、会社法監査に関する長年の経験を通じて、企業会計、内部統制システム
に加えＥＳＧ経営等に関する知見を有しております。同氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、
その豊富な経験や見識を活かし、当社事業に対して独立かつ客観的な視点から有益な意見や提言をいただくこ
とで、監督機能の一層の強化が期待されることから、新任の監査等委員である社外取締役候補者といたしまし
た。
監査等委員である社外取締役との責任限定契約について
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結し
ておりますが、監査等委員である取締役の選任が承認された場合、あらためて同契約を締結する予定であり、
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額となります。
注記
1.株式会社九州リースサービスの社外取締役であり、当社と同社との間に取引がありますが、いずれも当該取
引額は当社及び同社の直近事業年度における売上高の0.1％未満であります。

2.当社は、社外役員の独立性を確保するため、東京、福岡の各証券取引所が定める基準に加え、当社独自に社
外役員の独立性判断基準（19頁に記載）を定めており、同氏はこれらの基準を満たしていることから独立役
員として各証券取引所に届け出ております。
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ご参考
１．取締役候補者の選任にあたっての方針及び手続

当社は、意思決定の透明性と取締役会の機能の独立性・客観性を確保するために、独立社外取締役を含め
た取締役３名以上の委員からなる人事・指名委員会を設置し、役員の選解任提案基準に基づき、取締役候補
者の指名及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）の解任の事項について決議のうえ、その内容を取
締役会に付議しております。
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任

取締役会は、人事・指名委員会の付議を受け、技術部門、営業部門、事務部門の経験・知識・実績を有
し、能力に秀でた人財を社内からの取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者として、また、法規
等による基準に加え、当社の「社外役員の独立性判断基準」を充たし、会社経営者としての豊富な経験と
グローバルで幅広い知見に基づく指導と助言を期待できる人物を独立社外取締役候補者として指名します。

（２）監査等委員である取締役候補者の選任
取締役会は、人事・指名委員会の付議を受け、監査等委員会や取締役会等の重要な会議において、当社

の事業内容・業務全般に精通し、経営全般の監視・監督と有益な発言ができる人財を社内からの監査等委
員である取締役候補者として、また、会社法の基準を充たし、豊富な経験と幅広い知見を持つ人物を社外
監査等委員候補者として指名します。

２．社外役員の独立性判断基準
当社は、以下の事項に該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しております。
社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について

（１）現在において当社又は当社グループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間において当
社又は当社グループ会社の業務執行者であった者

（２）当社の取引先であって、当社単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、当社に、当
社単体のその事業年度の売上高の２％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、若
しくは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務
執行者である者

（３）当社を取引先とする、当社単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、当社から、当
該取引先単体のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高の５％を超える金額の支払いを受領した法
人等の業務執行者である者

（４）当社単体の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又
はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬（当社役員としての報酬を除く。）
を受けている者（報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者。）

（５）当社単体の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けて
いる団体等に所属する者

（６）実質的に当社の議決権の10％以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者
以 上

【注記】
業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の職員、従業員をいう。
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ご参考
株主総会後の取締役会のスキルマトリックス
※候補者を原案どおりすべてご選任いただいた場合、各取締役の専門性と経験は次のとおりとなります。なお、「当社
における地位」の一部及び「人事・指名委員会」・「報酬委員会」の各委員等の選定については、本総会終了後の取締
役会、監査等委員会で正式決定する予定です。

氏 名 当社における地位
人事・
指名
委員会

報酬
委員会

特に期待する分野

企業経営・
経営戦略 財務・会計 法務・

リスク管理
人事労務・
人財開発

営業・
マーケ
ティング

技術・
研究開発・
安全

サステナ
ビリティ・
ESG・DX

グローバル

藤井 一郎 男性 取締役会長 ● ● ● ●

石橋 和幸 男性 代表取締役
社長執行役員 ● ● ● ● ● ●

大嶋 知行 男性
代表取締役
副社長執行役員
東京本社代表

● ● ● ●

金子 達也 男性 社外取締役 社外 独立 ● ● ● ● ● ●

鳥居 玲子 女性 社外取締役 社外 独立 ● ●

武田 雅子 女性 社外取締役 社外 独立 ● ● ● ● ● ●

安川 仁 男性 取締役
監査等委員 常勤 ● ● ● ●

添田 英俊 男性 社外取締役
監査等委員 社外 独立 ● ● ● ● ●

加藤 卓二 男性 社外取締役
監査等委員 社外 独立 ● ● ● ● ● ● ●

土井良 由美子 女性 社外取締役
監査等委員 社外 独立 ● ●

（注）取締役（候補者）の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

以 上



候補者を原案どおりすべてご選任いただいた場合、取締役会の構成は以下のとおりとなります。

औక໾ձͷߏ੒

取締役
（監査等委員である取締役除く。） 監査等委員である取締役 取締役（全体）

2026೥6݄·Ͱʢ12名ʣ 2026೥6݄͔Βʢ10名ʣ

औక໾ձʢશମʣ

50.0%社外取締役比率

25.0%女性取締役比率

ࣾ಺
औక໾

ࣾ֎
औక໾ 女性

60.0%社外取締役比率

30.0%女性取締役比率

ࣾ಺
औక໾

ࣾ֎
औక໾ 女性

ߟࢀ͝

ࣾ಺ 50%

ࣾ֎ 50%

6名

ࣾ಺ 25%

ࣾ֎ 75%

4名

ࣾ಺ 40%

ࣾ֎ 60%

10名

女性 33.3%

男性 66.7%

6名

女性 25%

男性 75%

4名

女性 30%

男性 70%

10名

以 上
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事業報告（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
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１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度の建設業界は、民間の都市再開発やデータセンター関連施設など、建設投資は底堅く継続
する一方で、不安定な国際情勢は米国における相互関税政策などで不透明感が増し、また、国内においても
為替相場の変動、物価上昇、労働需給の逼迫、さらには米国の関税政策は国内企業の設備投資計画にも大き
な影響を及ぼす可能性もあり、注視が必要な状況で推移しました。
当社グループにおいても、このような状況下で始まった中期経営計画ではこれまでの技術力強化を始めと

した取り組みを深化させていくとともに、持続的な成長を支える人的資本経営、将来の安定収益確保に向け
た投資戦略も強化してまいりました。
中期経営計画の初年度である2025年度の経営基本方針のテーマについては、「Challenge2025〜技術の

深化と成長への投資〜」とし、中期経営計画の「財務目標」「非財務目標」の達成に向けて特に重点的に取
り組む項目として掲げている11の取組施策と５つの投資戦略を実践し、着実に取り組みを推進してまいりま
した。
このような事業運営の結果、当連結会計年度の業績は、以下のとおりとなりました。

連結業績ハイライト

工事受注高 売上高
前年同期比

4,790億14百万円 6.0 ％増

前年同期比

4,761億23百万円 0.5 ％増

営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益

前年同期比

546億00百万円 31.9％増
前年同期比

581億57百万円 30.9％増
前年同期比

400億53百万円 38.7％増

売上高については、設備工事業は増加、その他は減少し、セグメント合計で前年同期から21億69百万円
増の、4,761億23百万円となりました。
営業利益は、前年同期から132億12百万円増加し、546億00百万円、経常利益は、137億22百万円増加

し、581億57百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、111億69百万円増加し、400億53百万円とな
りました。
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事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。
なお、セグメント利益（営業利益）については、セグメント間取引消去（89百万円）調整前です。

（設備工事業）
工事受注高は、首都圏や福岡の再開発案件、関西圏の統合型リゾート案件及び、データセンター関連工事

を中心に、諸物価の上昇を適切に価格へ転嫁しつつ、最適要員配置を踏まえた計画的な受注活動を進めた結
果、前連結会計年度と比べ269億１百万円増加（6.0％増）し、4,790億14百万円となりました。
売上高は、物価上昇を反映した価格転嫁等による配電委託工事などが増加し、31億50百万円増加（0.7％

増）し、4,575億24百万円となりました。
また、セグメント利益（営業利益）については、工事利益率の向上により、前連結会計年度と比べ132億

26百万円増加（34.8％増）し、512億19百万円となりました。
宇久島メガソーラー事業につきましては、引き続き、京セラや当社を中心として設立した発電事業者（以

下、SPC）が、長崎県が管轄する海域の占用許可について、県及び関係者と協議し取得の手続きを進めてお
ります。
当該事業のEPC工事を請け負う当社は、工程上のクリティカルパスである佐世保側の交直変換所につい

て、その建設用地の使用権を2026年５月１日に取得したことから、今後は、佐世保側の交直変換所建設や
宇久島島内の工事に、当社グループの総力を傾注し、早期竣工に向け取り組んでまいります。
なお、現時点での具体的な完成時期については、交直変換所建設用地の地盤調査を終えたうえで、建設工

事の契約を締結することから2026年度中の完成から遅れる見通しです。一方で当社も出資するSPCでは、
環境配慮等のコストも増加する中で、FIP制度への転換やコーポレートPPAの活用、社会情勢を踏まえた事
業性向上施策など、新たな収益改善スキームへの見直しを検討しております。



496

1,979

1,364

3,840 3,986
483

2,137

1,283

38

2,725

1,285

4,048

工事受注高（億円） 売上高（億円） 期末繰越工事高（億円）

配電線
工事

屋内線
工事

空調管
工事

配電線
工事

屋内線
工事

空調管
工事
兼業事業

配電線
工事

屋内線
工事

空調管
工事

当期前期 当期前期 当期前期
81

533

2,385

1,255

4,174 3,956
533

2,128

1,241

52

37

2,982

1,299

4,319

24

（その他の事業）
売上高は、材料及び機器の販売事業が減少したことから、前連結会計年度と比べ９億81百万円減少（5.0

％減）し、185億98百万円となりました。
また、セグメント利益（営業利益）については、利益率の向上により、前連結会計年度と比べ２億51百万

円増加（8.3％増）し、32億92百万円となりました。

企業集団の事業セグメント別業績の状況 （単位：百万円）
区 分 期首繰越工事高 当期工事受注高 当期売上高 期末繰越工事高

設 備 工 事 業 454,559 479,014 457,524 476,049

そ の 他 の 事 業 ー ー 18,598 ー

売 上 高 合 計 ー ー 476,123 ー

当社の部門別業績の状況 （単位：百万円）
区 分 期首繰越工事高 当期工事受注高 当期売上高 期末繰越工事高

配 電 線 工 事 3,817 53,305 53,322 3,799
屋 内 線 工 事 272,512 238,541 212,842 298,210
空 調 管 工 事 128,558 125,557 124,188 129,926
工 事 合 計 404,887 417,403 390,354 431,937
兼 業 事 業 ー ー 5,293 ー
売 上 高 合 計 ー ー 395,647 ー
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（2）対処すべき課題
今後の建設業界におきましては、引き続き、民間の都市再開発や物流施設、データセンター関

連施設など、企業の設備投資に支えられた堅調な需要の継続が見込まれます。一方で、米国にお
ける相互関税政策や中国による対日輸出規制の強化、中東情勢の緊迫化など、不安定な国際情勢
を背景に、先行きの不透明感は一段と高まっております。加えて、国内においても為替相場の変
動、物価上昇、労働需給の逼迫などが継続するものと想定されており、建設業界を取り巻く事業
環境の動向について、今後も継続的な注視が必要と認識しております。
当社グループにおきましては、２年目を迎えた中期経営計画では、インフレによる物価上昇や

人口減少による人手不足は継続的な経営課題であると認識しており、このような環境認識を踏ま
え、2026年度の経営基本方針のテーマについては、「Challenge2026 未来を見据えた成長領域
の確立」とし、特に重点的に取り組む項目として掲げている「11の取組施策」と「５つの投資戦
略」を確実に実践し、当社グループの成長へとつなげてまいります。



●当社が取り組むべき課題として【技術力強化】はもちろんのこと、【社会課題】や【前中計課題】
に対して、それを実現する『11の取組施策』と『5つの投資戦略』に取り組むことで、当社が中
長期的にビジョン実現に向けた基本姿勢である循環型社会実現への貢献を実現していく。

取 組 施 策 新たな
ステージ

未来へ
の投資

質の
改善

新たな
ステージ

未来へ
の投資

質の
改善

①グループ総合力強化 〇 〇 〇

②技術力強化・生産性向上
（DX等による効率化） 〇 〇 〇

③資材購買会社改革
（Qｰmast） 〇 〇 〇

④ＧＩ事業本部強化
（カーボンニュートラル） 〇 〇 〇

⑤海外事業の強化 〇 〇 〇

⑥戦略的受注活動の推進 〇 〇

⑦配電工事業容拡大 〇 〇

⑧ガバナンス強化 〇

⑨人的資本経営 〇 〇 〇

⑩株主還元の充実 〇

⑪事業ポートフォリオの管理 〇 〇 〇

投 資 戦 略

Ⓐ成長分野への投資 〇 〇 〇

ⒷM&A戦略投資 〇 〇 〇

Ⓒストックビジネスへの投資 〇 〇 〇

ⒹDX・研究開発投資 〇 〇

Ⓔ設備更新（環境投資含） 〇 〇

●前中計課題
●社会環境

循環型
社会実現
への貢献

●取組施策
●投資戦略

中期経営計画における重点項目

技術力の更なる深化

取組施策・投資戦略

26
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＜ご参考＞
当社のサステナビリティの取り組みの詳細は、当社ウェブサイト上の「サステナビリティ」及び「統合報告書
KRAFTIA REPORT 2025」(29頁〜）に掲載しております。

当社ウェブサイト

サステナビリティ https://www.kraftia.co.jp/sustainability/

統合報告書
KRAFTIA REPORT 2025 https://www.kraftia.co.jp/ir/docs/20251117_integrated_report.pdf

（3）設備投資等の状況
設備投資等の概要
当連結会計年度における設備投資の総額は59億55百万円であり、その事業セグメント別の内訳は以下の

とおりであります。
（設備工事業）

主として工事用機器の購入及びＤＸ関連投資を行い、総額は41億49百万円であります。
（その他の事業）

主として機械装置の購入及び賃貸用不動産建設投資を行い、総額は18億６百万円であります。

（4）資金調達の状況
当社グループは、再生可能エネルギー事業に関連する投資等を行うため、金融機関より借入を行っており

ます。
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（5）財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

（単位：百万円）

区 分 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
（当連結会計年度）

工 事 受 注 高 440,507 440,864 452,113 479,014
売 上 高 395,783 469,057 473,954 476,123
営 業 利 益 32,083 38,016 41,388 54,600
経 常 利 益 35,462 42,362 44,434 58,157
親会社株主に帰属する当期純利益 26,349 28,017 28,883 40,053
１株当たり当期純利益（円） 371.93 395.87 408.36 566.25
総 資 産 446,410 503,284 488,472 523,268
純 資 産 263,017 291,125 312,152 351,644
（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数（期中平均自己株式数控除後）に基づいて算出しております。

２．当社は、2023年度より役員向け株式報酬制度を導入しており、当該信託に残存する当社株式を自己株式として処理してお
ります。このため、１株当たり当期純利益の算定にあたっては、当該株式数を控除する自己株式に含めて「普通株式の期中
平均株式数」を算定しております。



1,000

3,000

2,000

4,000

5,000

0

100

200

400

300

00

100

200

300

400

500

100

200
10

300

500

400

0 0

5

15

20

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

3,8403,986

2025年度
（当期）

2025年度
（当期）

2025年度
（当期）

2025年度
（当期）

2024年度2022年度 2023年度 2025年度
（当期）

2024年度2022年度 2023年度 2025年度
（当期）

当期純利益（億円）

１株当たり当期純利益（円） 自己資本利益率（ROE）（%）

2024年度2022年度 2023年度 2024年度2022年度 2023年度 2024年度2022年度 2023年度

2024年度2022年度 2023年度

工事受注高（億円） 売上高（億円） 営業利益（億円） 経常利益（億円）

総資産（億円） 純資産（億円）

3,792
3,330

281253

3,817
4,048

337
301

218 217

2,144

3,958

2,328

4,470

375364
259

2,493

4,333

営業利益率（％） 経常利益率（％） 当期純利益率（％）

0

5

10

15

20

25
4,174

3,956
455434 328

2,771

4,575

464.92

12.5
366.71

10.89.7
307.73

10.5
307.46

7.6 7.4
9.2

11.0 6.56.5
5.45.4

6.56.5
8.38.3

0

4

8

12

16

8.4 8.3 9.4
11.5

29

② 当社の財産及び損益の状況
（単位：百万円）

区 分 2022年度
第95期

2023年度
第96期

2024年度
第97期

2025年度
第98期（当期）

工 事 受 注 高 379,286 381,754 384,019 417,403
売 上 高 333,007 404,832 398,602 395,647
営 業 利 益 25,305 30,125 36,498 43,423
経 常 利 益 28,126 33,758 37,516 45,534
当 期 純 利 益 21,806 21,766 25,944 32,894
１株当たり当期純利益（円） 307.73 307.46 366.71 464.92
総 資 産 395,807 447,058 433,384 457,551
純 資 産 214,457 232,817 249,313 277,161
（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数（期中平均自己株式数控除後）に基づいて算出しております。

２．当社は、2023年度より役員向け株式報酬制度を導入しており、当該信託に残存する当社株式を自己株式として処理してお
ります。このため、１株当たり当期純利益の算定にあたっては、当該株式数を控除する自己株式に含めて「普通株式の
期中平均株式数」を算定しております。
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（6）重要な子会社の状況等
① 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議決権比率 主要な事業内容

株 式 会 社 福 岡 電 設 20百万円 100.0％
（22.5） 電気工事の施工

株 式 会 社 き た せ つ 20 100.0 電気工事及び空調管工事の施工

株 式 会 社 大 分 電 設 20 99.6 電気工事及び空調管工事の施工

株 式 会 社 明 光 社 21 64.8 九州電力送配電株式会社の送配電工事の施工
電気工事及び空調管工事の施工

株 式 会 社 南 九 州 電 設 20 100.0 電気工事の施工

株 式 会 社 熊 栄 電 設 20 100.0 電気工事の施工

株 式 会 社 チ ョ ー エ イ 20 100.0 電気工事の施工

株 式 会 社 有 明 電 設 20 100.0 電気・通信・土木・空調管工事の施工

九 興 総 合 設 備 株 式 会 社 20 100.0 空調管工事の施工

エ ル ゴ テ ッ ク 株 式 会 社 92 100.0 空調管工事の施工

中 央 理 化 工 業 株 式 会 社 99 100.0 消防・防災設備工事の施工、保守

株 式 会 社 九 電 工 ホ ー ム 100 100.0 建設業・不動産販売及び賃貸業・保険代理業

株 式 会 社 Ｑ − ｍ ａ ｓ ｔ 300 100.0 工事用資材及び機械器具の卸販売

ASIA PROJECTS ENGINEERING PTE. LTD.
（APECO） 1,500千シンガポール

ド ル 100.0 発電プラントの据付・メンテナンス・EPC・
地域冷房設備工事の施工

（注）１．上記14社はいずれも連結子会社であります。
２．当社の議決権比率の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。

② 重要な関連会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議決権比率 主要な事業内容

セントラル総合開発株式会社 1,352百万円 30.3％ 不動産販売及び賃貸業・保険代理業

（注）上記の会社は持分法適用関連会社であります。
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③ 企業結合等の経過
当社はクラフティアイノベーション投資事業有限責任組合を新規設立したことに伴い、当社の連結子会社

としております。また、当社は葛尾風力株式会社の株式を追加で取得したことにより、当社の連結子会社と
しております。さらに、当社の連結子会社であるASIA PROJECTS ENGINEERING PTE.LTD.がASIA
PROJECTS ENGINEERING VIETNAM CO.,LTD.を新規設立したことに伴い、当社の連結子会社としてお
ります。

④ 企業結合等の成果
前記の重要な子会社14社を含めて、連結子会社は56社、持分法適用会社は10社であります。

当連結会計年度の売上高は4,761億23百万円（前連結会計年度比0.5％増）となりました。
また、経常利益は581億57百万円（前連結会計年度比30.9％増）となり、税金費用等控除後の親会社株

主に帰属する当期純利益は400億53百万円（前連結会計年度比38.7％増）となりました。

⑤ その他の重要な関係会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 へ の
議決権比率 事業内容 事業上の関係

九州電力株式会社 237,304百万円 22.75％
（0.17） 電気事業 設備工事等の請負

電気の販売
（注）当社への議決権比率の( )内は、間接被所有割合で内数であります。

（7）主要な事業内容
当社グループは、当社、その他の関係会社１社、子会社63社及び関連会社51社で構成され、設備工事業

として、主に配電線工事・屋内配線工事・電気通信工事等の電気工事及び空気調和・冷暖房・給排水衛生設
備・水処理工事等の空調管工事の設計・施工を行っております。
また、その他の事業として、電気工事及び空調管工事に関連する材料及び機器の販売事業、不動産事業、

再生可能エネルギー発電事業、人材派遣事業、ソフト開発事業、環境分析・測定事業、医療関連事業、ゴル
フ場経営、ビジネスホテル経営、商業施設の企画・運営等を行っております。
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（8）主要な事業所
① 当社の本・支店・支社及び所属事業所

名 称 所 在 地 所属事業所
本 店 福 岡 県 な し
東 京 本 社 東 京 都 東 京 支 店 外11営業所
福 岡 支 店 福 岡 県 福 岡 支 社 外16営業所
北 九 州 支 店 福 岡 県 北九州営業所 外13営業所
大 分 支 店 大 分 県 大 分 営 業 所 外 9 営業所
宮 崎 支 店 宮 崎 県 宮 崎 営 業 所 外 7 営業所
鹿 児 島 支 店 鹿 児 島 県 鹿児島営業所 外11営業所
熊 本 支 店 熊 本 県 熊 本 営 業 所 外11営業所
長 崎 支 店 長 崎 県 長 崎 営 業 所 外９営業所
佐 賀 支 店 佐 賀 県 佐 賀 営 業 所 外５営業所
関 西 支 店 大 阪 府 京 都 営 業 所
沖 縄 支 店 沖 縄 県 沖 縄 営 業 所
宇 久 島 事 業 開 発 支 社 長 崎 県 な し

（注）本店所在地は、2025年５月19日に福岡市南区那の川一丁目23-35から福岡市中央区天神一丁目11番１号 ONE FUKUOKA
BLDG.14階へ移転しております。

② 主要な子会社の事業所
会 社 名 所 在 地 所属事業所

株 式 会 社 福 岡 電 設 福 岡 県 な し
株 式 会 社 き た せ つ 福 岡 県 北九州営業所 外４営業所
株 式 会 社 大 分 電 設 大 分 県 別 府 支 店
株 式 会 社 明 光 社 宮 崎 県 鹿児島営業所
株 式 会 社 南 九 州 電 設 鹿 児 島 県 川 内 営 業 所 外 1 営業所
株 式 会 社 熊 栄 電 設 熊 本 県 天 草 営 業 所
株 式 会 社 チ ョ ー エ イ 長 崎 県 県 央 支 社 外５営業所
株 式 会 社 有 明 電 設 佐 賀 県 武 雄 営 業 所 外２営業所
九 興 総 合 設 備 株 式 会 社 東 京 都 な し
エ ル ゴ テ ッ ク 株 式 会 社 神 奈 川 県 東 京 本 店 外 6 箇所
中 央 理 化 工 業 株 式 会 社 東 京 都 東京北営業所 外11営業所
株 式 会 社 九 電 工 ホ ー ム 福 岡 県 福 岡 支 社
株 式 会 社 Ｑ − ｍ ａ ｓ ｔ 福 岡 県 東 京 本 部 外 3 事業所
ASIA PROJECTS ENGINEERING PTE. LTD.
（APECO） シンガポール共和国 バングラデシュ支店
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（9）従業員の状況
① 企業集団の事業セグメント別従業員の状況

事業セグメント 従業員数 前期末比増減

設 備 工 事 業 9,638名 308名

そ の 他 の 事 業 852 △14

共 通 632 ―

合 計 11,122 294
（注）従業員数は就業人員数であり、当社グループ外への出向者（103名）を除いて表示しております。

② 当社の従業員の状況
従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

6,886名 266名 38.9歳 15.7年
（注）従業員数は就業人員数であり、社外への出向者（236名）を除いて表示しております。

（10）借入先の状況
① 企業集団における借入先及び借入額の状況

借 入 先 借入金残高

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 3,095百万円

株 式 会 社 鹿 児 島 銀 行 3,048

株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行 3,000

株 式 会 社 東 邦 銀 行 2,834

そ の 他 13,235

合 計 25,214
（注）借入額は企業集団における長期借入金及び短期借入金の合計残高金額であります。
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② 当社における借入先及び借入額の状況
借 入 先 借入金残高

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 3,000百万円

株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行 3,000

株 式 会 社 福 岡 銀 行 1,500

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,500

そ の 他 5,000

合 計 14,000
（注）借入額は当社における長期借入金及び短期借入金の合計残高金額であります。

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
当社は、2025年10月１日より、商号を「株式会社九電工」から「株式会社クラフティア」に変更いたしま

した。
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２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 250,000,000株

（2）発行済株式総数及び株主数
区分 前期末 当期末 前期末比増減

発 行 済 株 式 総 数 70,864,961株 70,864,961株 0株
株 主 数 9,781名 8,144名 △1,637名

（3）大 株 主

株 主 名 当社への出資状況
持 株 数 持株比率

九 州 電 力 株 式 会 社 15,980千株 22.55％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7,215 10.18
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 5,213 7.35
株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 3,249 4.58
株 式 会 社 福 岡 銀 行 3,133 4.42
ク ラ フ テ ィ ア 従 業 員 持 株 会 1,693 2.39
BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS − ＪＡＰＡＮ ＡＤＶＡＮＴＡＧＥ ＰＯＯＬ 1,485 2.09
ク ラ フ テ ィ ア ユ ニ オ ン 1,300 1.83
西 日 本 鉄 道 株 式 会 社 1,142 1.61
株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行 1,133 1.59

（注） 持株比率は、自己株式（2,675株）を控除して計算しております。

（4）その他株式に関する重要な事項
2025年8月に「JPX日経インデックス400」の継続採用銘柄に選定されました。
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３．会社役員に関する事項

（1）取締役の氏名等
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 藤 井 一 郎 取締役会議長
代 表 取 締 役 石 橋 和 幸 社長執行役員

黒崎播磨株式会社 社外取締役
代 表 取 締 役 城 野 正 明 副社長執行役員、業務全般
取 締 役 福 井 慶 藏 専務執行役員、経営管理（法務、コンプライアンス、内部統制）、

財務担当
取 締 役 大 嶋 知 行 専務執行役員、東京本社 代表兼技術本部長
取締役（非常勤） 柴 崎 博 子 マツダ株式会社 社外取締役監査等委員
取締役（非常勤） 金 子 達 也
取締役（非常勤） 土井良 由美子 公認会計士（土井良由美子公認会計士事務所）

独立行政法人空港周辺整備機構非常勤監事
株式会社九州リースサービス 社外取締役

取締役監査等委員 加 藤 慎 司
取締役監査等委員（非常勤） 添 田 英 俊 株式会社正興電機製作所 代表取締役社長
取締役監査等委員（非常勤） 加 藤 卓 二 西部ガスホールディングス株式会社 代表取締役社長 社長執行役員

黒崎播磨株式会社 社外取締役
取締役監査等委員（非常勤） 鳥 居 玲 子 弁護士（近江法律事務所）

株式会社高田工業所 社外取締役
（注）１．取締役 土井良由美子氏は2025年６月26日開催の第97期定時株主総会において、新たに選任され就任いたしました。

２．取締役 倉富純男氏は2025年６月26日開催の第97期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任いたしまし
た。

３．取締役 柴崎博子、金子達也、土井良由美子の３氏及び取締役監査等委員 添田英俊、加藤卓二、鳥居玲子の３氏は社外取締
役であります。

４．取締役 柴崎博子、金子達也、土井良由美子の３氏及び取締役監査等委員 添田英俊、加藤卓二、鳥居玲子の３氏につきまし
ては、東京、福岡の各証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

５．監査等委員 加藤慎司氏は当社において長年の期間、財務部門業務を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見
を有しております。

６．経営執行会議等の重要会議への出席、業務執行部門からの日常的な情報収集、内部監査部門等との緊密な連携により、監査
の実効性を確保するため、取締役監査等委員 加藤慎司氏を、常勤の監査等委員に選定しております。

７．代表取締役 石橋和幸、取締役監査等委員 加藤卓二の両氏は、2026年３月31日付で重要な兼職である黒崎播磨株式会社
社外取締役を退任いたしました。

８．取締役監査等委員 鳥居玲子氏は2025年８月27日付で重要な兼職である室町ケミカル株式会社の社外取締役を退任いたし
ました。又、同氏の重要な兼職先である近江法律事務所は、2026年５月29日付で大濠パーク法律事務所へ名称を変更いた
しました。
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９．取締役 福井慶藏氏は2026年３月31日付で専務執行役員（経営管理（法務・コンプライアンス・内部統制）、財務担当）
を退任いたしました。

10. 取締役 大嶋知行氏は2026年４月１日付で副社長執行役員 東京本社代表に就任いたしました。
11. 当社は、執行役員制度を採用しており、2026年３月31日現在の取締役兼務者を除く執行役員の状況は、以下のとおりであ

ります。

地 位 氏 名 担 当
専務執行役員 山 本 泰 弘 営業本部長
専務執行役員 陶 山 和 浩 技術本部長、資材に関する事項
専務執行役員 木 下 克 寿 グリーンイノベーション事業本部長
常務執行役員 眞 鍋 良 二 福岡支店長
上席執行役員 副 田 智 幸 経営戦略企画に関する事項
上席執行役員 船 津 英 嗣 ＤＸ推進に関する事項
上席執行役員 安 川 仁 人事労務、総務に関する事項
上席執行役員 白 水 亮 財務部長
上席執行役員 光 山 慎 二 営業本部 副本部長
上席執行役員 友 池 昌 寛 長崎支店長
上席執行役員 室 田 耕 一 電力本部長、安全に関する事項
執 行 役 員 岸 田 勇次郎 グリーンイノベーション事業本部 副本部長
執 行 役 員 石 松 隆 東京本社 東京支店長
執 行 役 員 三 村 一 博 東京本社 営業本部長
執 行 役 員 木 下 大 営業本部 副本部長
執 行 役 員 佐 竹 正 浩 技術本部 副本部長
執 行 役 員 西 岡 和 弘 技術本部 国際事業部長
執 行 役 員 藤 枝 浩 グループ事業統括部長
執 行 役 員 栁 智 章 北九州支店長
執 行 役 員 河 部 祐 司 熊本支店長
執 行 役 員 宇 都 宮 誠 電気技術部長
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（2）取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決
定方針(以下、「決定方針」という。)を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬の内容の決定方法及び決定

された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや報酬委員会からの答申が尊重されていることを確
認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の内容は次のとおりです。

a．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
１．基本方針

役員報酬制度を当社の発展を担う役員に対する「公正な処遇」の重要な要素として位置づけ、次のこ
とを基本方針とする。
（1）企業理念を実践する優秀な人材を登用、確保するために相応しい内容であること。
（2）企業価値の安定的かつ持続的な向上に資する内容であること。
（3）独立性・客観性・透明性の高い報酬制度とし、様々なステークホルダーに対する説明責任を果しえ

る内容であること。
２．報酬の水準

当社を取り巻く経営環境、従業員の給与水準や他社役員報酬水準を考慮のうえ、業績向上に向けたイ
ンセンティブとなるよう設定する。

３．報酬の決定手続き
（1）役員の報酬に関する体系並びに個別の報酬額について、独立社外取締役を委員長とし、過半数を独

立社外取締役の委員で構成する報酬委員会にて審議し、取締役会で決定する。
（2）役員の個人別報酬額については、取締役会において代表取締役社長執行役員に一任する旨を決議

し、同氏は報酬委員会の答申を踏まえ決定する。
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４．報酬の構成
(1) 取締役（執行役員である取締役及び監査等委員である取締役を除く。）

報酬は、役位別に定めた固定金銭報酬及び固定株式報酬とし、賞与及び退職金は支給しない。な
お、その割合は、おおよそ、固定金銭報酬：固定株式報酬＝90：10とする。社外取締役(監査等委
員である取締役を除く。)は、その職務に鑑み固定金銭報酬のみとする。

(2) 執行役員である取締役
報酬は、役位別に定めた固定金銭報酬、変動金銭報酬及び固定株式報酬とし、賞与及び退職金は

支給しない。なお、その割合は、業績目標100％達成時において、おおよそ、固定金銭報酬：変動
金銭報酬：固定株式報酬＝60：30：10とする。

５．各報酬の内容
(1) 固定金銭報酬

役位別に定めている基本報酬の一定額を、月例の固定報酬とする。
(2) 変動金銭報酬

年度ごとの業績目標の達成度に応じ、次年度の報酬月額を加減算して支給するものとし、業績目
標の達成度は、役位別に定めた業績連動基礎額について、年度ごとに目標とする「連結売上高」及
び「連結経常利益額」の達成度、並びに年度ごとの個人評価結果により算定するものとする。なお、
目標とする「連結売上高」及び「連結経常利益額」は年度ごとの公表値を基準とし、取締役会で決
定する。
(当連結会計年度を含む「連結売上高」及び「連結経常利益額」の推移は、１.(５)財産及び損益の状
況の推移に記載のとおり。）

(3) 固定株式報酬
中長期的な業績の向上と企業価値の増大に向けたインセンティブ付与を目的として、毎年一定の

時期に役位別に定めた株式数相当のポイントを付与し、退任時に累計ポイント数に応じた当社株式
(１ポイントあたり当社株式１株）を交付するものとする。

本株式報酬制度の概要は次のとおりです。
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① 対象者 当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取
締役を除く。）

② 対象期間

2024年３月末日に終了する事業年度から
2026年３月末日に終了する事業年度まで
（2026年２月25日の取締役会決議にて対象期間を
2028年３月末日に終了する事業年度まで２年間延長）

②の対象期間３事業年度において、①の対象者に
③ 交付するために必要な当社株式の取得資金として

当社が拠出する金銭の上限

合計金180百万円（２年間延長により合計金300百万円）
（対象期間を延長する場合は、延長分の事業年度数
に金60百万円を乗じた金額を上限とします。）

④ 当社株式の取得方法 自己株式の処分による方法又は取引所市場（立会外
取引を含む。）から取得する方法

⑤ ①の対象者に付与されるポイント総数の上限 １事業年度あたり25,000ポイント

⑥ ポイント付与基準 役位等に応じたポイントを付与

⑦ ①の対象者に対する当社株式の交付時期 原則として退任時

ｂ．監査等委員である取締役の報酬等に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営全般の監督機能等を果たすとい

う役割に鑑み、固定金銭報酬のみで構成され、監査等委員の協議をもって決定としております。
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② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2022年６月28日開催の第94期定時株主総会において、次のとおり決議さ

れております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額700百万円以内(うち社外取締役分年額
50百万円以内)とする。

・監査等委員である取締役の報酬限度額を年額110百万円以内とする。
当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は８名（うち社外取締役は
３名）、監査等委員である取締役の員数は４名です。
また、当該金銭報酬とは別枠で株式報酬の額が2023年６月28日開催の第95期定時株主総会において、

次のとおり決議されております。
・株式交付信託に拠出する金銭の上限は、3事業年度からなる対象期間において合計金180百万円とす
る。

・株式報酬として付与されるポイント総数の上限は、１事業年度あたり25,000ポイントとする。
・当社の取締役会の決定により、５事業年度以内の期間で信託期間を延長して本制度を継続することがあ
る。この場合、当社は、取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の
対象期間の事業年度数に金60百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に拠出し、ポイント付与
及び当社株式の交付を継続する。

当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は８名（うち社外取締役は
３名）です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長執行役員である石橋和幸が取締役(監査

等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しています。その権限の内容は、業
績を踏まえた変動金銭報酬の配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社の経営状況等を最も熟知
し、当社全体の業績を俯瞰しつつ機動的に報酬額を決定できると判断したためです。
取締役会は、当該権限が社長執行役員によって適切に行使されるよう、報酬委員会を設置し、社長執行

役員はその答申を踏まえて個人別報酬を決定することとしていることから、その内容は決定方針に沿うも
のであると判断しています。
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④ 取締役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる
役員の員数基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

（株式報酬）
取締役（監査等委員を除く。）

（うち社外取締役）
336

（27）
239

（27）
67

（ー）
29

（ー）
９名

（うち４名）
取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

57
（27）

57
（27） ー ー ４名

（うち３名）
（注）１．上記の取締役（監査等委員を除く。）は、当期中に就任した取締役1名及び退任した取締役1名を含んでおります。

２．非金銭報酬等（株式報酬）の額は、当社が定める株式交付規程に基づき付与されるポイントに対する当該事業年度に係る
引当金計上額を記載しています。
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（3）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

地 位 氏 名 重要な兼職の状況

社 外 取 締 役

柴 崎 博 子 マツダ株式会社 社外取締役監査等委員

金 子 達 也 ―

土井良 由美子
公認会計士（土井良由美子公認会計士事務所）
独立行政法人空港周辺整備機構非常勤監事
株式会社九州リースサービス 社外取締役

社 外 取 締 役
（監査等委員）

添 田 英 俊 株式会社正興電機製作所 代表取締役社長

加 藤 卓 二 西部ガスホールディングス株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
黒崎播磨株式会社 社外取締役（2026年3月31日退任）

鳥 居 玲 子
弁護士(近江法律事務所)
株式会社高田工業所 社外取締役
室町ケミカル株式会社 社外取締役（2025年8月27日退任）

（注）１．マツダ株式会社との間には、特別な取引関係はありません。
２．土井良由美子公認会計士事務所との間には、特別な取引関係はありません。
３．独立行政法人空港周辺整備機構との間には、特別な取引関係はありません。
４．株式会社九州リースサービスとの間には、工事請負契約等の取引関係があります。
５．当社は、株式会社正興電機製作所の株式を6.25％保有する株主であり、当社と同社との間には、商品機械仕入等の取引関

係があります。
６．西部ガスホールディングス株式会社及びその子会社との間には、商品機械仕入等の取引関係があります。
７．黒崎播磨株式会社との間には、工事請負契約等の取引関係があります。なお、取締役監査等委員 加藤卓二氏は同社の社外

取締役を兼職しておりましたが、2026年3月31日付で退任いたしました。
８．近江法律事務所との間には、特別な取引関係はありません。なお、同事務所は2026年５月29日付で大濠パーク法律事務所

へ名称変更いたしました。
９．株式会社高田工業所との間には、工事請負契約等の取引関係があります。
10．室町ケミカル株式会社との間には、特別な取引関係はありません。なお、取締役監査等委員 鳥居玲子氏は同社の社外取締

役を兼職しておりましたが、2025年8月27日付で退任いたしました。
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② 当事業年度における主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要

氏 名
取締役会へ
の出席回数
（出席率）

監査等委員会へ
の出席回数
（出席率）

取締役会等における発言その他の活動状況及び
期待される役割に関して行った職務の概要

柴 崎 博 子 13／13回
（100.0％） ―

異業種・他業界の多様な視点から、審議に必要な発言を適宜
行っております。加えて人事・指名委員会及び報酬委員会に
ついても同様に、豊富な知識と知見から当社のガバナンス強
化に向けた有益な助言を行いました。

金 子 達 也 13／13回
（100.0％） ―

経験豊富な経営者の観点から、審議に必要な発言を適宜行っ
ております。加えて人事・指名委員会及び報酬委員会につい
ても同様に、豊富な知識と知見から当社のガバナンス強化に
向けた有益な助言を行いました。

土井良 由美子 10／10回
（100.0％） ―

異業種・他業界の多様な視点から、審議に必要な発言を適宜
行っております。加えて内部統制やESG経営など豊富な知識
と知見から取締役の業務執行の監督とガバナンス強化に向け
た様々な助言や発言を行いました。

添 田 英 俊 12／13回
（92.3％）

12／12回
（100.0％）

経験豊富な経営者の観点から、審議に必要な発言を適宜行っ
ております。また、社外取締役（監査等委員）の立場から取
締役の業務執行の監督と経営全般の監視を行い、当社経営に
対し様々な助言や発言を行いました。

加 藤 卓 二 13／13回
（100.0％）

12／12回
（100.0％）

経験豊富な経営者の観点から、審議に必要な発言を適宜行っ
ております。また、社外取締役（監査等委員）の立場から取
締役の業務執行の監督と経営全般の監視を行い、当社経営に
対し様々な助言や発言を行いました。

鳥 居 玲 子 13／13回
（100.0％）

12／12回
（100.0％）

異業種・他業界の多様な視点から、審議に必要な発言を適宜
行っております。また、社外取締役（監査等委員）の立場か
ら取締役の業務執行の監督と経営全般の監視を行い、当社経
営に対し様々な助言や発言を行いました。

（注）土井良由美子氏につきましては、2025年６月26日就任後の状況を記載しております。
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③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、すべての社外取締役と、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該

契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額となります。

（４）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株

主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金・
争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該保険契約の被保険者は当社・子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人であり、すべて

の被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
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４．会計監査人の状況

（1）会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支払額

① 当社の会計監査人としての報酬等の額 65,000千円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 76,900千円
（注）①には金融商品取引法に基づく監査に対する報酬を含めております。

（3）非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である英文財

務諸表のレビュー業務を委託しております。

（4）会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会

計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、適切であると判断
し、報酬等の額について会社法第399条第１項の同意を行っております。

（5）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が、会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は、監

査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合においては、監査等委員会が選定した監
査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いた
します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を阻害する事由の発生により、適正な監査の遂行

が困難であると認められる場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関す
る議案の内容を決定いたします。
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5．剰余金の配当等の決定に関する方針

利益配分につきましては、業績向上に向けた経営基盤強化・更なる事業拡大に必要な内部留保を確保しつつ、
資本コストを意識した適正な財務体質の維持と株主還元に努めてまいります。
配当につきましては、事業環境や業績、財務状況等を総合的に勘案し、連結配当性向40％を目安として、安定

配当を行うことを目的に、維持又は増配を行う「累進配当」を実施することで、株主のみなさまのご期待におこ
たえしてまいります。
この基本方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、今期の業績並びに株主還元の観点から、１株当た

り110円から20円の増配を実施し、１株当たり130円の期末配当を実施いたします。これにより年間の配当金
は、先に実施いたしました中間配当金の90円と合わせ、１株当たり220円となります。
なお、次期（2027年３月期）の配当金につきましては、現時点での業績予想に基づき、１株当たり220円

（うち中間配当金110円）を予定しております。

配当金の推移

(注）事業報告の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てており、比率は四捨五入により表示し
ております。
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連結貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資産の部 負債の部

流動資産
現金預金
受取手形・完成工事未収入金等
未成工事支出金
販売用不動産
不動産事業支出金
商品
材料貯蔵品
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物・構築物
機械、運搬具及び工具器具備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産
のれん
顧客関連資産
その他

投資その他の資産
投資有価証券
長期貸付金
退職給付に係る資産
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

298,303
51,939

177,386
8,153
3,049
589
656

36,652
20,482
△605

224,965
85,259
32,707
14,712
31,287
5,205
1,347
4,851
331
801

3,718
134,854
97,872

187
24,839
1,364

11,787
△1,196

流動負債
支払手形・工事未払金等
電子記録債務
短期借入金
未払法人税等
未成工事受入金
工事損失引当金
その他

固定負債
長期借入金
リース債務
役員退職慰労引当金
退職給付に係る負債
株式報酬引当金
その他

146,706
65,050
9,012

16,337
10,468
26,546
4,783

14,508
24,917
8,876
4,547
224

3,675
237

7,357
負債合計 171,624

純資産の部
株主資本

資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額

非支配株主持分

326,973
12,561
13,220

301,661
△469
20,722
14,416

626
956

4,722
3,948

純資産合計 351,644
資産合計 523,268 負債・純資産合計 523,268
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書 (2025年４月１日から)2026年３月31日まで （単位：百万円）

科 目 金 額
売上高

完成工事高 457,524
その他の事業売上高 18,598 476,123

売上原価
完成工事原価 375,403
その他の事業売上原価 13,645 389,049
売上総利益
完成工事総利益 82,120
その他の事業総利益 4,953 87,074

販売費及び一般管理費 32,473
営業利益 54,600

営業外収益
受取利息及び配当金 1,235
持分法による投資利益 494
投資事業組合運用益 1,719
その他 1,369 4,819

営業外費用
支払利息 649
その他 613 1,263

経常利益 58,157
特別利益

固定資産売却益 19
投資有価証券売却益 1,041 1,060

特別損失
固定資産処分損 375
減損損失 728
投資有価証券評価損 985 2,088

税金等調整前当期純利益 57,129
法人税、住民税及び事業税 17,960
法人税等調整額 △1,133 16,826

当期純利益 40,302
非支配株主に帰属する当期純利益 249
親会社株主に帰属する当期純利益 40,053

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資産の部 負債の部

流動資産
現金預金
受取手形
電子記録債権
完成工事未収入金
ファクタリング債権
未成工事支出金
販売用不動産
不動産事業支出金
材料貯蔵品
短期貸付金
前払費用
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物・構築物
機械・運搬具
工具器具・備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産
電話加入権
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社有価証券
出資金
関係会社出資金
長期貸付金
破産更生債権等
長期前払費用
前払年金費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

256,551
34,764

155
22,981

130,833
2,117
6,254
3,014
588

36,591
342
867

18,519
△480

201,000
63,620
26,700
6,031
1,543

24,921
3,560
863

3,639
73

2,025
1,540

133,740
73,029
25,456
6,963
308
100

3,936
4,384
462

15,734
1,466
8,043

△6,145

流動負債
電子記録債務
工事未払金
短期借入金
キャッシュ・マネジメント・サービス借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等
未成工事受入金
預り金
前受収益
工事損失引当金
その他

固定負債
リース債務
資産除去債務
長期未払金
退職給付引当金
株式報酬引当金
関係会社事業損失引当金
その他

170,903
9,097

54,389
14,000
45,550
1,071
2,861
3,186
7,871

23,681
2,288

42
4,580
2,281
9,486
3,173
1,261
205

2,049
237

2,467
92

負債合計 180,390
純資産の部

株主資本 263,241
資本金 12,561
資本剰余金 12,543
資本準備金 12,543

利益剰余金 238,598
その他利益剰余金 238,598
圧縮記帳積立金 2,347
別途積立金 58,519
繰越利益剰余金 177,731

自己株式 △462
評価・換算差額等 13,920

その他有価証券評価差額金 13,920
純資産合計 277,161

資産合計 457,551 負債・純資産合計 457,551
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書 (2025年４月１日から)2026年３月31日まで （単位：百万円）

科 目 金 額
売上高

完成工事高 390,354
兼業事業売上高 5,293 395,647

売上原価
完成工事原価 325,580
兼業事業売上原価 3,339 328,920
売上総利益
完成工事総利益 64,773
兼業事業総利益 1,953 66,726

販売費及び一般管理費 23,303
営業利益 43,423

営業外収益
受取利息及び配当金 2,880
その他 2,843 5,724

営業外費用
支払利息 802
その他 2,811 3,613

経常利益 45,534
特別利益

固定資産売却益 0
投資有価証券売却益 1,007
関係会社事業損失引当金戻入額 150 1,159

特別損失
固定資産処分損 354
投資有価証券評価損 594
関係会社株式評価損 118
関係会社事業損失引当金繰入額 1,018 2,087

税引前当期純利益 44,606
法人税、住民税及び事業税 13,572
法人税等調整額 △1,861 11,711

当期純利益 32,894
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の連結計算書類監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2026年５月21日
株式会社 クラフティア

取 締 役 会 御中
EY新日本有限責任監査法人

福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 宮 本 義 三
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 村 祐 二

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社クラフティア（旧会社名 株式会社九電

工）の2025年４月１日から2026年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社クラフティア（旧会社名 株式会社九電工）及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2026年５月21日
株式会社 クラフティア

取 締 役 会 御中
EY新日本有限責任監査法人

福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 宮 本 義 三
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 村 祐 二

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社クラフティア（旧会社名 株式会社
九電工）の2025年４月１日から2026年３月３１日までの第98期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第98期事業年度における取締役の職務
の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並

びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の
方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、会社の内部
監査部門及びその他内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務
の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及
び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月26日

株式会社クラフティア 監査等委員会
監査等委員（常勤） 加 藤 慎 司 ㊞
監 査 等 委 員 添 田 英 俊 ㊞
監 査 等 委 員 加 藤 卓 二 ㊞
監 査 等 委 員 鳥 居 玲 子 ㊞

（注） 監査等委員添田英俊、加藤卓二及び鳥居玲子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定す
る社外取締役であります。

以 上
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